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船舶インシデント調査報告書 

 

                             令和元年１２月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成３１年３月２６日 ０７時１０分ごろ 

発生場所 大分県姫島
ひめしま

村姫島北方沖 

 姫島灯台から真方位３５７°５.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４９.０′ 東経１３１°４１.７′） 

インシデントの概要 貨物船あんだんてかんたーびれは、西北西進中、主機の運転ができ

なくなり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過  平成３１年４月９日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 あんだんてかんたーびれ、４９９トン 

 １４１３４４、山口汽船株式会社、徳山海陸運送株式会社、独立行

政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

 ７６.８２ｍ×１２.３０ｍ×６.９０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、８８２.６kＷ、平成２２年９月１１日 

 ４サイクル、回転数毎分１,０００、６気筒、ボア２００mm、使用

燃料Ｃ重油、平成２２年６月機関製造 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６３歳 

四級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 昭和５８年１１月１１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成３１年２月１３日 

免状有効期間満了日 令和６年２月１２日 

機関長 男性 ５３歳 

四級海技士（機関） 

 免 許 年 月 日 平成元年１月３０日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成３０年１１月１９日 

免状有効期間満了日 令和６年１月２９日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風速 １２～１３m/s、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ 
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 インシデントの経過 本船は、船長及び機関長ほか３人が乗り組み、鋼材約８１５ｔを積

載し、平成３１年３月２５日１７時２０分ごろ関門港に向けて兵庫県

姫路港を出港した。 

機関長は、２３時００分ごろ機関室の当直を一等機関士に交代して

自室で休んでいたところ、２６日０１時３０分ごろ自室に設置してあ

る機関室からの延長警報が鳴ったので機関室へ行った。 

機関長は、機関室に入った際、主機が動いているものの、機関監視

モニタ画面の主機の冷却清水圧力低下警報ランプが点灯しており、 

また‘主機駆動の冷却清水ポンプ’（以下「機付冷却清水ポンプ」と

いう。）の出口圧力計の針が著しく振れていたので、すぐに電動の予

備冷却清水ポンプを運転した。 

本船は、冷却清水の圧力が正常に戻り、機付冷却清水ポンプの出口

圧力計の針の振れが治まったが、その後再度冷却清水の圧力低下警報

が鳴った。 

機関長は、冷却清水系統のサイトグラス内に泡を認めたのでエアが 

混入したのではないかと考え、本船が姫島北方沖を西北西進中、０７

時１０分ごろ主機を停止して点検することにした。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機関長は、本船が姫島沖で錨泊した後、主機を停止し、予備冷却清

水ポンプを運転した状態で冷却清水系統のエア抜きを行い、主機を再

始動したところ、５番シリンダの排気温度が低下するのを認めたので

主機を停止した。 

機関長は、主機の指圧器弁を開放してエアランニングを行ったとこ

ろ、４番、５番及び６番シリンダの指圧器弁から水が噴出したので 

主機の運転ができないと判断し、船長にその旨を報告した。 

本船は、船舶所有者が手配したタグボートにえい
．．

航されて関門港小

倉区に向かい揚げ荷を行った後、主機製造会社による点検が行われ

た。 

主機は、点検の結果、５番シリンダのシリンダヘッド排気ポート部

図１ 冷却清水系統略図 
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に排気側からの腐食による破孔が、また過給機に冷却水の浸入が認め

られ、のち修理された。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（付図１ インシデント発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 

 

主機は、過給機付ディーゼル機関で、船尾側から順にシリンダ番号

が付けられており、１～３番シリンダの排気ガスが排気集合管に、 

また４～６番シリンダの排気ガスが別の排気集合管に入った後、それ

ぞれ過給機に送られるようになっていた。 

主機のシリンダヘッドは、排気ポート部の裏側が冷却水室となって

おり、冷却清水で冷却される構造となっていた。 

主機は、平成３０年１１月に行われたドック時、３番及び５番シリ

ンダ排気ポート部に肉厚の減少が見られたが、減少の激しかった３番

シリンダのシリンダヘッドを予備品と交換し、次のドックで５番シリ

ンダのシリンダヘッドを交換する予定となっていた。 

本船は、主機の燃料油として、常時Ｃ重油が使用されていた。 

機関長は、航行中、主機の排気ガスが５番シリンダのシリンダヘッ

ド排気ポート部に発生した破孔から冷却清水系統に侵入したので冷却

清水の圧力が低下したと本インシデント後に思った。 

機関長は、主機を停止してエア抜きを行ったことから、冷却清水が

５番シリンダのシリンダヘッド排気ポート部に発生した破孔から排気

側に流入し、排気集合管を伝って４～６番シリンダ内に流れ込んだ 

ので、エアランニングを行った際、４～６番シリンダの指圧器弁から

水が噴出したと本インシデント後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

あり 

あり 

シリンダヘッド 

排気ポート部 

破孔 

写真１ 排気ポート部の破孔の状況 
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 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

 本船は、姫島北方沖を西北西進中、平成３０年１１月のドックで肉厚

の減少が認められて次のドックで交換が予定されていた主機５番シリン

ダのシリンダヘッド排気ポート部に破孔を生じて排気ガスが冷却清水系

統に混入し、冷却清水の圧力が低下したことから、主機の運転ができな

くなり、運航不能となったものと推定される。 

原因  本インシデントは、本船が、姫島北方沖を西北西進中、平成３０年

１１月のドックで肉厚の減少が認められて次のドックで交換が予定され

ていた主機５番シリンダのシリンダヘッド排気ポート部に破孔を生じて

排気ガスが冷却清水系統に混入し、冷却清水の圧力が低下したため、主

機の運転ができなくなったことにより発生したものと推定される。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船舶所有者は、主機シリンダヘッドの排気ポート部に肉厚の減少

が認められる場合には、早めにシリンダヘッドを取り替えること

が望ましい。 
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付図１ インシデント発生場所概略図 
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